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 年 月 日

日本障害者虐待防止学会

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待が起きた際の対応及び救済措置等に関する

調査研究説明文書 

 

●研究概要

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待は、毎日のよう報道され続けています。しか

し、その後、虐待を受けた障害者がどのように救済され、虐待が起きた施設や事業所がどの

ように虐待に対する責任を果たし、その 後の再発防止に取り組み、組織的な立て直しを行な

ったのかという情報は、ほとんど公表されていないのが現状です。障害当時者や家族、施設

や事業所にとって、それらの情報は今後、虐待が起きた際に参考になるため、有益であるは

ずです。

そこで、本調査研究では、報道された障害者福祉施設従事者等による障害者虐待につい

て、虐待が起きた後にとられた被害者に対する救済や、施設や事業所がどのように虐待に対

する責任を果たし、その後の再発防止 に取り組み、どのように組織的な立て直しを行なった

のかを調査し、報告書に取りまとめたいと思います。報告書を、障害者や家族、施設や事業

所に情報提供することを通じて、虐待が起きた後のあるべき対応について普及啓発すること

を目的とします。

本調査研究事業によって作成された報告書により、その 具体的な内容が明らかとなり、今

後、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待が発生した場合、当該施設・ 事業所が日々の

業務の改善や組織風土の改善、研修のあり方や職員のメンタルケア、利用者への救済措置

等、どのような手順でその責任を果たし、よりよい支援に結びつけていくかを検討する際の

参考に資することができると考えます。

また、被害を受けた障害者や家族にとって、施設・事業所の責任を問うことは、利用者と

いう立場から難しい現実があるのも事実です。本報告書が公表されることにより、施設・事

業所に責任を果たすことを求めるための参考になり、「泣き寝入り」を防ぐことに資すること

ができるのではないかと考えています。 本研究事業は、障害者虐待防止学会の役員を中心と

して枠組みを構築した上で、学会内に研究協力者を募る方式で研究メンバーを確定いたしま

した。高齢者虐待防止学会理事長も参画いただくことで、高齢者虐待防止分野の知見、経験

等も本研究に活かして進めていくことを想定しています。

 

●研究方法

研究協力いただく方には原則として調査研究者 名 組による個別の聞き取りを 時間程

度実施させていただきます。本聞き取りは、 レコーダーを使って記録（遠隔方式での聞き

取りの場合は当該ツールによる録音）するとともに、詳細なメモを取らせていただければと存

じます。事後、場合によって追加的にお話を伺うことをお願いする場合があります。

 

●研究協力することによりもたらされる利益と不利益

この研究にご参加いただくことによって、その成果が他の同様の事案に直面した施設事業者
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や当事者そしてご家族にとって参考となり、障害者虐待の防止と、起こった後の救済に寄与す
ると思われます。また、聞き取りに参加くださるご本人にとっては過去のご経験を改めて振り
返り、事態を省察する機会になるとともに、聞き取りを担当する研究者とのディスカッション
を通して今後のより良き方向性について検討するきっかけになり得ると考えています。

一方、聞き取りの過程で過去の事案を思い起こすことによる心理的負担がないとは言えない
かもしれません。苦痛が大きいと感じられた場合は、お話の途中でも随時中断していただけれ
ばと思います。
 

●研究協力への参加の事由について

研究への参加は自由であり、参加を拒否することにより何らかの不利益を被ることは一切ご

ざいません。逐語録を作った場合はそれをお見せし、内容の分析や解釈を伴う報告書として公

開する際には、事前にその内容をご確認いただきます。

また一度参加に同意した後でも研究成果が発表される以前（ 年 月以前）であれば、
その同意を撤回できる権利が保障されています。ご同意いただけない場合や同意を撤回した場
合でも、あなたの不利益になることはありません。
 

●個人情報の保護と研究終了後のデータの取り扱い

本研究で入手する情報については、貴施設に関係する人々のプライバシー保護を厳守し、す

べての内容を本研究の目的以外には使用いたしません。報告書にはすべて匿名化の上記載を

し、必要な場合は事案の本質を変えない範囲で細部の加工をさせていただきます。

逐語録の作成を外部業者に依頼する場合は守秘義務に関する契約書を取り交わします。研究

者が分担して実施した聞き取りの結果データは各研究者の所属先にてパスワードをかけて保

存し、本研究終了の 年後をめどに消去いたします。紙でプリントアウトしたデータも 年後

をめどに溶解処理またはシュレダーにて処分いたします。

また、研究参加への同意後に同意を撤回した場合は、すぐに当該データを消去するとともに

プリントアウトされた紙を廃棄処理いたします。ただし、研究成果として公表予定の 年

月以降は必ずしも削除できないことをご承知おきください。

●研究結果の公表

本研究の結果は、報告書に取りまとめて研究費提供元である三菱財団に提出するほか、日本
障害者虐待防止学会のホームページに掲載するとともに、全国の関係団体（施設事業者、当事
者団体など）に配布をする予定です。

●謝礼について

  些少ですが、 件につき 円の謝金をお支払いします。

●問い合わせ先

研究代表者：日本女子大学人間社会学部社会福祉学科教授 小山聡子（おやまさとこ）

緊急の場合は次の携帯番号までお願い申し上げます。
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日本障害者虐待防止学会

研究代表者

日本女子大学人間社会学部

教授 小山聡子 殿

同 意 書

私は、「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待が起きた際の対応及び救済措置等に関す

る研究」への参加にあたり、説明文書に記載されている以下の項目について、説明者（□

□□□）より十分な説明を受け、その内容を理解しましたので、本研究への参加に同意し

ます。

□ 研究概要

□ 研究方法

□ 研究協力することによりもたらされる利益と不利益

□ 研究協力への参加の事由について

□ 個人情報の保護と研究終了後のデータの取り扱い

□ 研究結果の公表

□ 謝礼について

□ 問い合わせ先

記 入 日 年 月 日

本人署名（自署）

代諾者氏名（自署） 続柄：
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日本障害者虐待防止学会

研究代表者

日本女子大学人間社会学部

教授 小山聡子 殿

同 意 書

私は、「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待が起きた際の対応及び救済措置等に関す

る研究」への参加にあたり、説明文書に記載されている以下の項目について、説明者（□

□□□）より十分な説明を受け、その内容を理解しましたので、本研究への参加に同意し

ます。

□ 研究概要

□ 研究方法

□ 研究協力することによりもたらされる利益と不利益

□ 研究協力への参加の事由について

□ 個人情報の保護と研究終了後のデータの取り扱い

□ 研究結果の公表

□ 謝礼について

□ 問い合わせ先

記 入 日 年 月 日

本人署名（自署）

代諾者氏名（自署） 続柄：

資料④ 同意撤回書

日本障害者虐待防止学会

日本女子大学 人間社会学部 社会福祉学科

教授 小山聡子 殿

同 意 撤 回 書

私は、「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待が起きた際の対応及び救済措置等に関する

研究への参加にあたり、説明文書に記載されている内容について説明を受け、研究参加に同意

しましたが、同意の是非について再度検討した結果、同意を撤回いたします。

なお、私に関するデータなどは速やかに廃棄してください。

記 入 日 年 月 日

ご所属

本人署名（自署）

代諾者氏名（自署） （続柄： ）
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資料⑤ ヒアリングガイド

ヒアリングガイド

（ のリストアップ）

＊以下の項目中ヒアリングシートに基づいて、事前に送られている情報以外の質問項目を中心

に伺う。

＊シートに書き込まれている内容についても補足的に伺いたいことや先方から付加されたこと

はご教示いただくとともに話し合う。

＊聞き取りは一問一答のような形というよりは、先方の語りやすい方法で展開していただく方

が望ましいと考えられるため、手前でこれらの をしっかり頭に入れたうえで、最後埋まらなか

った質問を補強するような方法で実施のこと。

＊実施対象等

実施日：

実施対象：

場所：

応答者：

（職名とフルネーム）

法人（事業所）の概要について以下の項目ごとに教えてください。

（１）法人概要

①設 立

②職員数

③利用者数

④事業内容

■本社事業（直営）

■委託事業

■その他事業

（２）当該事業所概要

①設 立

②職員数

③事業内容と利用者数（現員 定員）

（３）法人の職員定着状況

①入職者数（過去 ～ 年程度）

②離職者（過去 ～ 年程度）

③離職率（過去 ～ 年程度）

（４）当該事業所の職員定着状況

＊事案以前
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資料⑤ ヒアリングガイド

ヒアリングガイド

（ のリストアップ）

＊以下の項目中ヒアリングシートに基づいて、事前に送られている情報以外の質問項目を中心

に伺う。

＊シートに書き込まれている内容についても補足的に伺いたいことや先方から付加されたこと

はご教示いただくとともに話し合う。

＊聞き取りは一問一答のような形というよりは、先方の語りやすい方法で展開していただく方

が望ましいと考えられるため、手前でこれらの をしっかり頭に入れたうえで、最後埋まらなか

った質問を補強するような方法で実施のこと。

＊実施対象等

実施日：

実施対象：

場所：

応答者：

（職名とフルネーム）

法人（事業所）の概要について以下の項目ごとに教えてください。

（１）法人概要

①設 立

②職員数

③利用者数

④事業内容

■本社事業（直営）

■委託事業

■その他事業

（２）当該事業所概要

①設 立

②職員数

③事業内容と利用者数（現員 定員）

（３）法人の職員定着状況

①入職者数（過去 ～ 年程度）

②離職者（過去 ～ 年程度）

③離職率（過去 ～ 年程度）

（４）当該事業所の職員定着状況

＊事案以前
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①入職者数

②離職者

③離職率

＊当該事案後 年程度

①入職者数（ ～ 年程度）

②離職者（ ～ 年程度）

③離職率（ ～ 年程度）

（５）当該事業所の事故報告や苦情相談の有無

①事故報告（過去３～ 年程度の件数）

②苦情相談（過去３～ 年程度の件数）

③虐待通報等件数

法人及び事業所の収益規模はどれくらいですか？

（ 億以上、 億～ 億未満、 億以下くらいのくくりでざっくりと伺う。）

離職率をどのように評価しておられますか？

事案が起こった時期はいつ頃ですか？（同一人物が複数回であれば、いつといつか）

被虐待利用者の障害種別、手帳の状況、障害特性等、年齢と性別、障害支援区分を教え

てください。

事案の内容を教えてください。

この事案が起こった要因と考えていらっしゃることを教えてください。

（虐待者の個人特性や教育歴等の背景、当該事業所における管理体制や研修提供状況、職員

間の人間関係等幅広く伺う）

被虐待者及びその家族に対する初期対応について、時系列で教えてください。

虐待発生後の法人・事業所での対応を教えてください。（誰が通報したのか、自治体から

の認定の有無や所内虐待防止委員会の対応、検討委員会設置の有無等を含む）

何らかの「検討委員会」が設置された場合の構成メンバーについて教えてください。（完

全に第三者のみ、外部と内部のメンバーの混合、完全に内部のメンバーのみ等）
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虐待者への処分はありましたか？（口頭注意、懲戒処分（訓告、始末書、出勤停止、退職

勧奨、懲戒解雇）、部署の異動等）

処分や対応に対して虐待者の受け止めはどのようなものでしたか？（アンビバレントな

感情を含む）

虐待した職員は、その後休職や退職することなく勤務を継続していますか？

自治体から被虐待者（利用者）に対して何らかの保護や支援はなされましたか？

自治体から法人 事業所に対して下された処分があったら教えてください。

事案発生後の虐待者及び法人 事業所における「責任の果たし方」について、以下 つの

カテゴリーに教えてください。

＊事案の内容によっては特定の責任に特化して語っていただく可能性も含んでおく。

（１）刑事責任（刑法、刑事訴訟法に基づく）加害者の責任

（２）行政責任（障害者総合支援法等に基づく）法人 事業所の責任

（３） 民事責任（賠償など、訴訟のいかんにかかわらず何等か見舞金を渡した場合も含む）

（４）法人・事業所における虐待者への処分、対応、支援

事案発生後に法人や事業所全体に対する再発防止の取り組みとしてなされてきたこと

に教えてください。

＊研修、グループワーク、虐待者への面談や指導、コンサルの導入等の種類、内容、頻度を含む。

例示として出す。

それらの取り組みの効果はどのように受け止めていらっしゃいますか？

再発防止のために自治体から受けた支援や連携はありますか？

全体を通して虐待が起きた後の「救済」とは何だと思われるか、そのために法人や施設

はどうあるべきと思うか教えてください。

＊ で聞いたカテゴリーごとの責任の果たし方との連動についてうかがう。

＊虐待者の反省や成長、ひいては組織全体の立て直しとセットで考えられているか否かも伺う。

被虐待者やその家族に対して説明及び謝罪はしますか？その場合誰からどのような形

で行いますか？（行うべきと考えますか？）→この場合、誰が謝罪をしますか？（理事長、役員、

管理者、虐待者本人、など）

刑事や民事の裁判となった場合を除いて、法人や事業所内で虐待者に対して行われた

処分（厳重注意、出勤停止〇日間、異動、懲戒解雇その他）の具体的内容を被虐待者及びその
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虐待者への処分はありましたか？（口頭注意、懲戒処分（訓告、始末書、出勤停止、退職

勧奨、懲戒解雇）、部署の異動等）

処分や対応に対して虐待者の受け止めはどのようなものでしたか？（アンビバレントな

感情を含む）

虐待した職員は、その後休職や退職することなく勤務を継続していますか？

自治体から被虐待者（利用者）に対して何らかの保護や支援はなされましたか？

自治体から法人 事業所に対して下された処分があったら教えてください。

事案発生後の虐待者及び法人 事業所における「責任の果たし方」について、以下 つの

カテゴリーに教えてください。

＊事案の内容によっては特定の責任に特化して語っていただく可能性も含んでおく。

（１）刑事責任（刑法、刑事訴訟法に基づく）加害者の責任

（２）行政責任（障害者総合支援法等に基づく）法人 事業所の責任

（３） 民事責任（賠償など、訴訟のいかんにかかわらず何等か見舞金を渡した場合も含む）

（４）法人・事業所における虐待者への処分、対応、支援

事案発生後に法人や事業所全体に対する再発防止の取り組みとしてなされてきたこと

に教えてください。

＊研修、グループワーク、虐待者への面談や指導、コンサルの導入等の種類、内容、頻度を含む。

例示として出す。

それらの取り組みの効果はどのように受け止めていらっしゃいますか？

再発防止のために自治体から受けた支援や連携はありますか？

全体を通して虐待が起きた後の「救済」とは何だと思われるか、そのために法人や施設

はどうあるべきと思うか教えてください。

＊ で聞いたカテゴリーごとの責任の果たし方との連動についてうかがう。

＊虐待者の反省や成長、ひいては組織全体の立て直しとセットで考えられているか否かも伺う。

被虐待者やその家族に対して説明及び謝罪はしますか？その場合誰からどのような形

で行いますか？（行うべきと考えますか？）→この場合、誰が謝罪をしますか？（理事長、役員、

管理者、虐待者本人、など）

刑事や民事の裁判となった場合を除いて、法人や事業所内で虐待者に対して行われた

処分（厳重注意、出勤停止〇日間、異動、懲戒解雇その他）の具体的内容を被虐待者及びその

資料⑤ ヒアリングガイド

家族に伝えていますか？

伝える場合、伝えない場合、それぞれの難しさは何でしょうか？

裁判となった場合に、法人や事業所から傍聴に行きますか？もしくは行くべきと思いま

すか？

全体として「救済」に向けた課題や、困難と思われる点があれば教えてください。

法人や事業所における人材確保一般をめぐる課題がありましたら教えてください。

全体を通してさらにご教示いただくことがございましたらお願いいたします。

ヒアリングガイド

法人、事業所の概要

（１）設立年、職員数、利用者数、事業内容

（２）職員の定着状況

（３）事故報告や苦情相談の有無

該当する事案の概要

（１）発生時期

（２）被虐待利用者の障害種別・特性

（３）事案の内容（概略）

（４）要因と考えられること

（５）虐待発生後の法人・施設の対応（含：第三者委員会の設置）

（６）自治体から被虐待者に対してなされた保護や支援

（７）自治体から法人に対して下された処分
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事案発生後の救済内容（対被害者及び対家族）

（１）刑事責任（刑法、刑事訴訟法に基づく加害者の責任、判決内容など）

（２）行政責任（障害者総合支援法に基づく）法人・施設の責任

（３）民事責任（賠償など）訴訟無しの解決金なども含む

（４）法人・施設における虐待者への処分、対応、支援

再発防止の取り組み（自治体から受けた支援を含む）

総じて救済とは何かをめぐる見解

聞き取りした研究協力者の見解
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事案発生後の救済内容（対被害者及び対家族）

（１）刑事責任（刑法、刑事訴訟法に基づく加害者の責任、判決内容など）

（２）行政責任（障害者総合支援法に基づく）法人・施設の責任

（３）民事責任（賠償など）訴訟無しの解決金なども含む

（４）法人・施設における虐待者への処分、対応、支援

再発防止の取り組み（自治体から受けた支援を含む）

総じて救済とは何かをめぐる見解

聞き取りした研究協力者の見解

障
害
者
福
祉
施
設
に
お
け
る
虐
待
被
害
の
救
済
と
は

三
菱
財
団
助
成
金
に
よ
る
調
査
研
究
報
告
‐

調
査
研
究
チ
ー
ム
代
表

小
山
聡
子
（
日
本
女
子
大
学
）

こ
の
間
の
経
緯

事
の
起
こ
り

年
月
、
高
齢
者
虐
待
防
止
学
会
の
池
田
理
事
長
か
ら
投
げ
か
け
を
い
た
だ
く

＊
家
族
は
当
事
者
が
施
設
内
で
虐
待
を
受
け
て
も
弱
い
立
場
ゆ
え
に
声
を
上
げ
づ
ら
い

＊
障
害
当
事
者
の
人
権
擁
護
は
誰
が
や
る
の
か

＊
学
会
は
座
し
て
「
研
究
」
し
て
い
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
→
も
っ
と
個
別
の

「
救
済
」
に
役
立
つ
学
会
は
な
い
の
か
→
社
会
実
装
が
重
要
で
あ
る

＊
し
か
し
一
方
、
学
会
は
個
別
事
案
を
扱
う
場
で
は
な
い
し
、
社
会
へ
の
働
き
か
け
も

手
順
を
明
確
に
し
て
お
か
な
い
と
「
学
会
の
私
物
化
」
と
誤
解
を
受
け
る
事
態
に
も
な

り
か
ね
な
い

＊
当
事
者
と
支
援
者
の
関
係
を
フ
ラ
ッ
ト
に
す
る
知
恵
を
出
す
こ
と
に
学
会
が
一
役
買

い
た
い

＊
虐
待
を
生
み
出
す
人
間
関
係
を
変
え
る
と
い
う
点
で
「
予
防
」
に
注
力
と
も
い
え
る

→
ど
う
い
う
仕
組
み
が
あ
っ
て
「
救
済
」
さ
れ
た
の
か
事
例
を
提
示
す
る
こ
と
が
有
効

で
は
→
報
道
が
あ
っ
た
虐
待
事
例
に
つ
い
て
の
救
済
の
調
査
か
ら
始
め
よ
う

こ
の
間
の
経
緯

何
を
探
求
す
る
の
か
を
め
ぐ
る
話
し
合
い

＊
調
査
研
究
に
お
い
て
「
救
済
」
な
る
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
（
作
業
仮
説
）
を
も
っ
と

明
確
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
れ
ら
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
例
を
見
つ
け

て
聞
き
取
り
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
第
一
に
す
る
と
言
う
選
定
基
準
が
浮
か
ぶ

＊
さ
ら
に
、
「
も
ど
か
し
く
悔
し
い
事
例
」
も
た
く
さ
ん
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ

う
な
基
準
（
＝
我
々
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
救
済
が
出
来
て
い
な
い
例
）
で
選
ぶ
と
い
う

こ
と
が
第
二
弾
と
し
て
あ
る
。

＊
も
し
く
は
、
「
虐
待
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
一
体
現
場
で
は
何
が
起

き
て
い
る
（
い
た
）
の
か
」
と
い
う
も
っ
と
大
く
く
り
な
も
の
な
の
か
。
→
調
査
メ

ン
バ
ー
で
い
ろ
い
ろ
話
し
合
っ
た

＊
年

月
三
菱
財
団
に
研
究
助
成
を
申
請
→

月
に
授
与
（

万
）

こ
の
間
の
経
緯

年
末
倫
理
審
査
受
審

審
査
区
分

研
究
計
画
書

課
題

番
号

研
究
課
題
名

障
害
者
福
祉
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
障
害
者
虐
待
が
起
き

た
際
の
対
応
及
び
救
済
措
置
等
に
関
す
る
研
究

研
究
責
任
者

（
氏
名
・
所
属
・

職
名
）

小
山
聡
子
（
日
本
女
子
大
学
人
間
社
会
学
部
・
教
授
）

研
究
実
施
者

（
氏
名
・
所
属
・

職
名
）

小
山
聡
子
（
日
本
女
子
大
学
・
教
授
）
、
大
石
剛
一
郎
（
木
下
・
大
石
法
律
事
務

所
・
弁
護
士
）
、
片
桐
公
彦
（
社
・
み
ん
な
で
い
き
る
・
理
事
）
、
竹
嶋
信
洋

（
株
・
ベ
ス
ト
サ
ポ
ー
ト
・
代
表
取
締
役
）
、
手
嶋
雅
史
（
椙
山
女
学
園
大
学
・
教

授
）
、
野
澤
和
弘
（
植
草
学
園
大
学
・
副
学
長
）
、
野
村
政
子
（
東
都
大
学
・
教

授
）
、
堀
江
ま
ゆ
み
（
白
梅
学
園
大
学
・
教
授
）
、
池
田
直
樹
（
上
本
町
総
合
法
律

事
務
所
・
弁
護
士
）
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こ
の
間
の
経
緯

調
査
先
の
選
定
、
依
頼
、
確
定

＊
調
査
先
の
選
定
プ
ロ
セ
ス
と
調
査
協
力
者
へ
の
依
頼

→
恣
意
性
を
避
け
る
と
と
も
に
調
査
へ
の
応
諾
に
関
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
を
担
保
し
た

方
法
と
し
て
、
以
下
の
手
順
を
踏
ん
だ

①
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
利
用
し
三
大
全
国
紙
を
「
障
害
者
虐
待
×
施
設
」
で
検
索

（
～
）
約

件
抽
出
→
読
み
込
み

②
「
障
害
者
×
虐
待
×
処
分
」
で
朝
日
新
聞
ク
ロ
ス
サ
ー
チ
を
検
索
（

～
）
約

件
の
中
か
ら
病
院
や
学
校
等
削
除
し
た
結
果
の

件
か
ら
、
さ
ら
に
指
定
取
り

消
し
先
等
を
削
除
し
、

件
に

③
調
査
協
力
者
を
学
会
員
か
ら
選
定
し
依
頼
→
遅
塚
明
彦
（
さ
い
た
ま
市
自
立
支
援

協
議
会
会
長
）
三
好
登
志
行
（
弁
護
士
）
田
中
恵
美
子
（
東
京
家
政
大
学
教
授
）
阪

田
健
嗣
（
阪
田
社
会
福
祉
士
事
務
所
）
竹
田
一
光
（
新
潟
市
障
が
い
者
基
幹
相
談
支

援
セ
ン
タ
ー
西
）

④
上
記

件
の
内
了
承
を
得
ら
れ
た
施
設
＋
機
縁
法
に
て

施
設
（

件
）
を
確
定

こ
の
間
の
経
緯

調
査
の
実
施
と
分
析
の
過
程

＊
調
査
の
実
施
（

年
月
～
）

→
原
則
と
し
て

か
所

名
（
場
合
に
よ
っ
て
は

名
）
で
現
地
を
訪
れ
、
事
前
に
提

出
願
っ
た
概
要
書
を
も
と
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
ガ
イ
ド
に
そ
っ
て
聞
き
取
り
を
実
施

→
結
果
を
各
担
当
者
が

で
－

枚
の
報
告
書
に
ま
と
め
て
提
出

＊
す
べ
て
の
記
録
は

の
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
に
ア
ッ
プ
し
、
共
有

①
担
当
し
た
調
査
先
報
告
書
を
読
み
込
ん
で
、
ま
ず
事
例
ご
と
に
名
前
を
付
け
る

（
例
：
〇
〇
に
よ
っ
て
×
×
で
あ
っ
た
ケ
ー
ス
→
後
に
「
救
済
」
に
特
化
し
た
ネ
ー

ミ
ン
グ
に
修
正
）

②
各
事
例
の
概
要
を

版
枚
く
ら
い
の
量
に
ま
と
め
る

（
事
例
の
特
定
を
避
け
る
た
め
の
工
夫
を
し
た
後
、
各
施
設
に
確
認
了
承
を
と
る
）

③
コ
ア
メ
ン
バ
ー
（
小
山
・
田
中
・
片
桐
・
手
嶋
）
＋
１
（
三
好
）
に
よ
る
分
析
方

法
と
ま
と
め
方
の
下
案
検
討
を
チ
ー
ム
全
体
に
投
げ
か
け
た
（
×
複
数
回
）

１
．
法
人
・
事
業
所
の
概
要

（
１
）
設
立
年
、
職
員
数
、
利
用
者
数
、
事
業
内
容

（
２
）
職
員
の
定
着
状
況

（
３
）
事
故
報
告
や
苦
情
相
談
の
有
無

２
．
該
当
す
る
事
案
の
内
容

（
１
）
発
生
時
期

（
２
）
被
虐
待
利
用
者
の
障
害
種
別
・
特
性

（
３
）
事
案
の
内
容
（
概
略
）

（
４
）
要
因
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

（
５
）
虐
待
発
生
後
の
法
人
・
施
設
の
対
応
（
含
：
第
三

者
委
員
会
の
設
置
）

（
６
）
自
治
体
か
ら
被
虐
待
者
に
対
し
て
な
さ
れ
た
保
護

や
支
援

（
７
）
自
治
体
か
ら
法
人
に
対
し
て
下
さ
れ
た
処
分

ヒ
ア
リ
ン
グ
項
目

３
．
事
案
発
生
後
の
救
済
内
容
（
対
被
害
者
及
び
対
家
族
）

（
１
）
刑
事
責
任
（
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
に
基
づ
く
加
害
者
の

責
任
、
判
決
内
容
な
ど
）

（
２
）
行
政
責
任
（
障
害
者
総
合
支
援
法
に
基
づ
く
）
法
人
・

施
設
の
責
任

（
３
）
民
事
責
任
（
賠
償
な
ど
）
訴
訟
無
し
の
解
決
金
な
ど
も

含
む

（
４
）
法
人
・
施
設
に
お
け
る
虐
待
者
へ
の
処
分
、
対
応
、
支

援 ４
．
再
発
防
止
の
取
り
組
み
（
自
治
体
か
ら
受
け
た
支
援
を
含

む
）

５
．
総
じ
て
救
済
と
は
何
か
を
め
ぐ
る
見
解

６
．
聞
き
取
り
し
た
研
究
協
力
者
の
見
解

分
析
作
業
に
関
す
る
話
し
合
い

＊
虐
待
者
の
救
済
（
＝
反
省
と
成
長
）
も
セ
ッ
ト
で
論
じ
ら
れ
る
べ
き
（
立
て
直
し
）

＊
し
か
し
、
施
設
が
立
て
直
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
に
必
ず
し
も
利
用
者
に
と
っ
て
の
救
済
が
あ

る
と
は
限
ら
な
い

＊
行
政
の
対
応
が
救
済
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
行
政
指
導
は
形
式
的
に
終
わ
る
場
合
も
あ
る

＊
い
く
つ
か
の
要
素
間
の
掛
け
合
わ
せ
で
類
型
化
？

→
虐
待
の
類
型
×
障
害
種
別
と
程
度
×
性
別
？

→
短
期
的
救
済
と
中
長
期
的
救
済
（
＝
立
て
直
し
）
の
関
係

→
背
景
に
あ
る
構
造
的
要
因
（
地
域
性
に
よ
る
人
員
の
質
量
確
保
の
困
難
）
×
虐
待
内
容

＊
「
救
済
と
は
何
か
」
の
問
い
に
対
し
て
、
「
虐
待
の
類
型
や
程
度
」
×
「
救
済
の
パ
タ
ー
ン
や

タ
イ
プ
」
の
組
み
合
わ
せ
で
、
「
謝
罪
系
」
「
生
活
継
続
系
」
「
生
活
再
建
系
（
施
設
を
出
る
）
」

「
金
銭
補
償
系
」
と
い
っ
た
分
類
が
可
能
か

＊
「
救
済
」
の
難
し
さ
に
つ
い
て

→
被
虐
待
者
に
謝
罪
の
意
味
が
理
解
さ
れ
に
く
い

→
金
銭
的
な
補
償
が
被
虐
待
者
に
ど
の
よ
う
に
資
す
る
の
か

→
入
居
型
施
設
に
長
期
間
い
る
こ
と
自
体
が
虐
待
？

74



分
析
作
業
に
関
す
る
話
し
合
い

＊
懲
罰
感
情
へ
の
対
応
が
想
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
利
用
者
側
は
施
設
に
対
す
る
恩
義

や
「
他
に
選
択
肢
無
し
」
の
よ
う
な
実
情
か
ら
口
を
つ
ぐ
む
傾
向
あ
り

＊
誠
意
あ
る
説
明
と
立
て
直
し
へ
の
努
力
が
あ
る
と
被
虐
待
者
に
納
得
感
が
あ
る

＊
賠
償
金
の
よ
う
な
取
り
組
み
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
立
て
直
し
と
救
済
が
混
同
さ
れ
て

い
る
。
（
当
該
施
設
利
用
が
続
く
な
ら
、
中
長
期
的
に
は
立
て
直
し
は
救
済
に
つ
な
が

る
）

＊
職
員
の
専
門
性
を
問
う
以
前
の
問
題
と
し
て
地
域
性
そ
の
他
に
よ
る
人
材
確
保
の
難

が
あ
る

＊
性
的
虐
待
判
断
は
時
に
難
し
い

→
双
方
の
恋
愛
感
情
の
あ
る
な
し
や
交
際
の
継
続
如
何
、
セ
カ
ン
ド
レ
イ
プ
的
な
被
害

へ
の
恐
れ

分
析
の
枠
組
み
に
つ
い
て
（
方
針
）

赤
字
が
実
際
に
な
さ
れ
た
こ
と
、
③
が
さ
ら
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
こ
と

救
済
に
焦
点
化
の
上
、
次
の
よ
う
な
類
型
化
を
試
み
る

区
分

内
容

留
意
点

①
謝
罪

被
害
者
の
処
罰
感
情
に
沿
っ
た
「
謝
罪
」

重
度
障
害
者
の
場
合
、
意
思
の
汲
み
取
り
が
難
し
く
、

被
害
感
情
を
推
し
量
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。
ま
た
被
害

そ
も
の
の
認
識
に
乏
し
い
場
合
に
救
済
と
い
え
る
の
か
。

②
処
分

個
人
：
虐
待
を
し
た
職
員
個
人
へ
の
処
分
、
も
し
く
は
刑
事
罰
を
与
え
る

法
人
：
行
政
か
ら
法
人
へ
の
処
分

③
補
償

金
銭
的
補
償
（
民
事
裁
判
で
の
賠
償
、
求
償
権
の
行
使
や
「
お
見
舞
金
」
「
慰

謝
料
」
の
支
払
い
な
ど
）

④
継
続

現
在
利
用
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
続
け
る
。
事
案
を
繰
り
返
さ
な
い
た

め
の
職
員
教
育
や
ル
ー
ル
変
更
、
人
事
、
役
員
の
変
更
等
の
「
い
わ
ゆ
る
事
業

所
「
立
て
直
し
」

現
実
的
に
最
も
多
い
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、
特
に
障
害
者

支
援
施
設
で
は
他
の
選
択
肢
が
乏
し
い
た
め
、
そ
の
ま

ま
虐
待
を
受
け
た
施
設
で
の
生
活
を
継
続
す
る
こ
と
と

な
る
。
長
期
に
渡
っ
て
そ
の
場
で
の
生
活
が
継
続
し
て

い
る
場
合
は
、
居
所
を
移
す
こ
と
に
よ
る
本
人
の
生
活

の
乱
れ
や
不
調
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
も
あ
り
。

⑤
変
更

現
在
利
用
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
か
ら
別
の
サ
ー
ビ
ス
へ
の
変
更
に
係
る
サ
ポ
ー

ト
や
人
的
、
法
人
資
源
の
投
入
（
利
用
者
や
相
談
員
が
他
の
サ
ー
ビ
ス
を
探
す

の
で
は
な
く
、
積
極
的
に
事
業
所
が
他
の
マ
ッ
チ
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
探
し
て
、

引
き
継
ぎ
を
し
て
サ
ポ
ー
ト
す
る
）

一
般
論
で
は
、
不
利
益
な
行
為
を
さ
れ
た
場
合
は
、

サ
ー
ビ
ス
を
変
更
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
④
の
理
由
に

よ
り
か
な
り
難
し
い
。

⑥
そ
の
他

０
．
は
じ
め
に

研
究
の
背
景
と
目
的

問
い
と
方
法

倫
理
的
配
慮

１
．
障
害
者
施
設
従
事
者
に
よ
る
虐
待
事
案
の
実
態
（
厚
労

調
査
か
ら
概
要
を
記
述
）

通
報
件
数
と
判
断
件
数
及
び
年
次
推
移

判
断
後
の
権
限
行
使
の
内
容

虐
待
者
の
属
性
及
び
虐
待
の
起
こ
っ
た
施
設
種
別

虐
待
の
類
型
及
び
被
虐
待
者
の
障
害
種
別
等

２
．
調
査
対
象
施
設
の
選
定
手
順
と
結
果

新
聞
各
紙
か
ら
の
報
道
件
数
及
び
内
容
の
抽
出

聞
き
取
り
先
の
選
定

３
．
調
査
結
果

各
事
例
の
特
定
を
避
け
つ
つ
概
要
を
記
載
（

施
設

事
例
）

４
．
考
察

虐
待
が
起
き
た
際
の
対
応

責
任
の
果
た
し
方
一
般
に
つ
い
て

刑
事
責
任
・
行
政
責
任
・
民
事
責
任
・
法
人
責
任

（
コ
ン
サ
ル
の
導
入
や
就
業
規
則
の
整
備
等
立
て
直
し
一
般
、

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
継
続
支
援
、
利
用
施
設
の
変
更
、
賠
償
）

本
来
な
さ
れ
る
べ
き
「
救
済
」
と
は
何
か

刑
事
責
任

謝
罪

第
三
者
委
員
会
の
設
置

金
銭 聞
き
取
り
事
例
か
ら
読
み
解
く
責
任
の
果
た
し
方

責
任
の
果
た
し
方

救
済
が
少
な
か
っ
た
至
ら
な
か
っ
た
理
由

５
．
結
論

お
わ
り
に

章
立
て
構
成
案

「
障
害
者
福
祉
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
障
害
者
虐
待
が
起
き
た
際
の
対
応
及
び
救
済
措
置
等
に
関
す
る
調
査
研
究
」

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
構
成

：
～

：

１
．
小
山
聡
子
：
イ
ン
ト
ロ
と
全
体
構
成
の
説
明

～
：

（
分
）

２
．
田
中
恵
美
子
：
施
設
従
事
者
に
よ
る
虐
待
を
め
ぐ
る
構
造
的
な
課
題
（

分
）

→
今
回
の
調
査
を
俯
瞰
し
、
構
造
を
読
み
解
く

３
．
三
好
登
志
行
：
救
済
の
実
現
に
向
け
た
課
題
（

分
）

→
被
虐
待
者
救
済
に
お
け
る
損
害
賠
償
等
の
あ
り
方
を
法
的
観
点
か
ら
語
る

４
．
片
桐
公
彦
：
障
害
者
福
祉
施
設
と
し
て
の
対
応

（
分
）

→
我
々
の
思
考
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る

会
場
か
ら
の
質
問
に
応
答
＋
議
論

～
：

（
分
）

ま
と
め

～
：

（
分
）
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施
設
従
事
者
に
よ
る
虐
待
を

め
ぐ
る
構
造
的
な
課
題

東
京
家
政
大
学

田
中
恵
美
子

本
研
究
の
事
例

•
事
例

身
体
的
虐
待
：
件
（
、
、
５
、
７
、
８
、
１
０
、
１
２
，
１
３
）

性
的
虐
待
：
件
（３
，
４
，
６
）

心
理
的
虐
待
：
件
（２
、
１
１
、
１
２
、
１
３
）

経
済
的
虐
待

件
（９
）

＊
重
複
あ
り

そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
の
発
生
原
因
で
類
型
化
す
る
と
。
。
。

親
が
子
を
叱
る
よ
う
な
気
持
ち
で
。
。
。

•事
例
１
（
抑
え
て
骨
折
）

「 「
強強
度度
行行
動動
障障
害害
にに
対対
すす
るる
適適
切切
なな
支支
援援
にに
つつ
いい
てて
のの
知知
識識
やや
技技
術術
がが
なな
いい
職職

員員
がが
、、
他他
のの
利利
用用
者者
をを
守守
るる
たた
めめ
にに
不不
適適
切切
対対
応応
をを
行行
っっ
てて
しし
まま
いい
、、
再再
発発
防防

止止
措措
置置
とと
共共
にに
本本
人人
家家
族族
にに
謝謝
罪罪
をを
行行
っっ
たた
事事
案案
」」
（（
知知
的的
障障
害害
、、
身身
体体
的的
虐虐

待待
））

•事事
例例
２２
（（
押押
ささ
ええ
つつ
けけ
てて
叱叱
るる
））

「「
人人
員員
配配
置置
がが
不不
十十
分分
でで
ああ
っっ
たた
ここ
とと
もも
ああ
りり
、、
支支
援援
者者
にに
余余
裕裕
がが
なな
くく
、、
強強
度度
行行

動動
障障
害害
のの
ああ
るる
利利
用用
者者
にに
対対
しし
強強
くく
叱叱
責責
しし
てて
しし
まま
いい
、、
利利
用用
者者
とと
家家
族族
へへ
のの
謝謝

罪罪
をを
行行
っっ
たた
事事
案案
」」
（（
知知
的的
障障
害害
、、
心心
理理
的的
虐虐
待待
））

“
恋
愛
”

•事
例
３
（
既
婚
者
、
送
迎
時
に
性
的
行
為
）

「 「
当当
初初
、、
職職
員員
とと
利利
用用
者者
のの
恋恋
愛愛
関関
係係
にに
ああ
りり
、、
そそ
のの
後後
、、
交交
際際
がが
破破
局局
にに
終終

わわ
っっ
たた
後後
にに
性性
的的
虐虐
待待
のの
判判
断断
をを
受受
けけ
たた
職職
員員
はは
依依
願願
退退
職職
をを
しし
たた
事事
案案
」」
（（
知知

的的
障障
害害
、、
性性
的的
虐虐
待待
））

•事
例
４
（
既
婚
者
、
業
務
中
に
性
交
渉
・
性
的
行
為
）

「 「
長長
期期
にに
わわ
たた
りり
、、
事事
業業
所所
がが
移移
っっ
てて
もも
不不
適適
切切
なな
関関
係係
をを
続続
けけ
たた
職職
員員
をを
懲懲
戒戒

解解
雇雇
しし
たた
事事
案案
」」
（（
知知
的的
障障
害害
、、
性性
的的
虐虐
待待
））
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•事
例
５
（
被
害
多
数

職
員
の
教
育
・
資
格
）

事 事
例例
５５
「「
虐虐
待待
事事
案案
発発
生生
後後
、、
外外
部部
専専
門門
家家
のの
介介
入入
（（
ココ
ンン
ササ
ルル
））
をを
得得
てて
施施
設設
全全
体体

のの
立立
てて
直直
しし
をを
行行
いい
、、
被被
虐虐
待待
者者
のの
みみ
なな
らら
ずず
全全
利利
用用
者者
へへ
のの
対対
応応
力力
がが
向向
上上
しし

たた
事事
案案
」」
（（
知知
的的
障障
害害
、、
身身
体体
的的
・・
心心
理理
的的
・・
ネネ
ググ
レレ
クク
トト
虐虐
待待
））

•事
例
6（
移
動
中
に
不
適
切
行
為
）

「 「
家家
族族
がが
行行
為為
者者
にに
対対
しし
てて
処処
罰罰
感感
情情
はは
ああ
るる
もも
のの
のの
、、
ププ
ララ
イイ
ババ
シシ
ーー
保保
護護
のの
観観
点点

かか
らら
被被
害害
のの
訴訴
ええ
がが
難難
しし
くく
、、
被被
害害
当当
事事
者者
がが
口口
をを
つつ
ぐぐ
みみ
本本
当当
にに
気気
持持
ちち
をを
推推
しし
量量

れれ
ずず
救救
済済
がが
難難
しし
いい
事事
案案
」」
（（
知知
的的
障障
害害
、、
性性
的的
虐虐
待待
））

•事
例
７
（
額
を
た
た
く
）

「「
強強
いい
処処
罰罰
感感
情情
のの
表表
出出
はは
なな
いい
もも
のの
のの
、、
本本
当当
のの
気気
持持
ちち
をを
推推
しし
量量
れれ
ずず
にに
救救
済済

がが
難難
しし
かか
っっ
たた
事事
案案
（（
知知
的的
障障
害害
、、
身身
体体
的的
虐虐
待待
））

職
員
の
専
門
職
と
し
て
の
倫
理
的
課
題
＋
組
織

•事
例
８
（
押
さ
え
つ
け
、
「
調
教
」
）

「 「
事事
業業
所所
トト
ッッ
ププ
がが
自自
らら
謝謝
罪罪
にに
出出
向向
きき
、、
かか
つつ
警警
察察
のの
助助
言言
にに
よよ
りり
告告
発発
しし
刑刑
事事

罰罰
をを
与与
ええ
たた
事事
例例
」」
（（
重重
症症
心心
身身
障障
害害
、、
身身
体体
的的
虐虐
待待
））

•事
例
９
（
奢
っ
て
し
ま
う
）

「 「
利利
用用
者者
自自
身身
がが
被被
害害
状状
況況
をを
理理
解解
でで
きき
ずず
、、
行行
為為
者者
へへ
のの
処処
罰罰
感感
情情
をを
推推
しし
量量

れれ
ずず
、、
救救
済済
がが
困困
難難
でで
ああ
っっ
たた
事事
例例
」」
（（
経経
済済
的的
虐虐
待待
））

•事
例
１
０
（
口
に
テ
ー
プ

撮
影
送
信
）

「「
現現
在在
のの
暮暮
らら
しし
のの
場場
かか
らら
別別
のの
場場
へへ
のの
移移
行行
をを
検検
討討
すす
るる
必必
要要
のの
可可
能能
性性
がが
ああ

るる
がが
、、
社社
会会
資資
源源
等等
のの
乏乏
しし
ささ
かか
らら
実実
現現
困困
難難
なな
事事
例例
」」
（（
重重
度度
知知
的的
障障
害害
//
身身
体体

的的
虐虐
待待
・・
心心
理理
的的
虐虐
待待
））

職
員
の
専
門
職
と
し
て
の
倫
理
的
課
題
＋
組
織

職
員
の
専
門
職
と
し
て
の
倫
理
的
課
題
＋
組
織

•事
例
１
１
（
生
理
現
象
に
配
慮
の
な
い
言
動
）

「 「
利利
用用
者者
のの
特特
性性
かか
らら
来来
るる
言言
動動
にに
過過
剰剰
なな
注注
意意
をを
しし
たた
ここ
とと
でで
恐恐
怖怖
心心
をを
与与
ええ
たた

がが
、、
引引
きき
離離
しし
とと
職職
員員
のの
再再
教教
育育
でで
関関
係係
がが
回回
復復
しし
たた
事事
案案
（（
心心
理理
的的
虐虐
待待
））
」」

•事
例
１
２
（
無
理
に
歩
か
せ
た
）

「 「
利利
用用
者者
のの
障障
害害
をを
度度
外外
視視
しし
てて
、、
無無
理理
やや
りり
歩歩
かか
せせ
よよ
うう
とと
しし
てて
けけ
がが
をを
負負
わわ
せせ
出出

勤勤
停停
止止
処処
分分
のの
後後
当当
該該
職職
員員
はは
退退
職職
しし
たた
事事
案案
（（
身身
体体
的的
虐虐
待待
、、
心心
理理
的的
虐虐
待待
））
」」

•事
例
１
３
（
複
数
名
に
叱
責

傷
害
死
亡
）

「 「
虐虐
待待
判判
断断
がが
見見
送送
らら
れれ
、、
まま
ささ
かか
暴暴
力力
まま
でで
はは
しし
なな
いい
だだ
ろろ
うう
とと
いい
うう
思思
いい
込込
みみ
がが
、、

取取
りり
返返
しし
のの
つつ
かか
なな
いい
傷傷
害害
事事
件件
にに
まま
でで
なな
っっ
たた
事事
例例
」」
（（
身身
体体
的的
虐虐
待待
））

虐
待
の
発
生
要
因
＊
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
…

①
教
育
・
知
識
・
介
護
技
術
等
に
関
す
る
問
題

４
件
（
１
、
２
、
５
、
１
２
）

②
職
員
の
ス
ト
レ
ス
や
感
情
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
問
題

11
件
（
１
、
２
、
３
、
４
、

５
、
６
、
７
、
８
、
１
０
、
１
１
、
１
３
）

③
倫
理
観
や
理
念
の
欠
如

12
件
（
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
、
７
、
８
、
９
、

１
０
、
１
１
、
１
３
）

④
虐
待
を
助
長
す
る
組
織
風
土
や
職
員
間
の
関
係
性
の
悪
さ

6件
（
１
、
２
、
５
、

７
、
１
０
、
１
３
）

⑤
人
員
不
足
や
人
員
配
置
の
問
題
及
び
関
連
す
る
多
忙
さ

5件
（
５
、
６
、
８
、

１
０
、
１
３
）

＊
厚
労
省
「
令
和
5年
度
『
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法

律
』
に
基
づ
く
対
応
状
況
等
に
関
す
る
調
査
報
告
書
」
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①
～
③

職
員
の
資
質
等
個
人
に
起
因
す
る
問
題

④
、
⑤
構
造
的
な
問
題

（
上
保

20
21

)
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施
設
・
事
業
所
の
虐
待
防
止
に
関
す
る
取
組
＊

•管
理
者
の
虐
待
防
止
に
関
す
る
研
修
受
講

①
②
？

③
？

•職
員
に
対
す
る
虐
待
防
止
に
関
す
る
研
修
の
実
施

①
②
？

③
？

•虐
待
防
止
委
員
会
の
開
催
、
従
事
者
へ
の
検
討
結
果
の
周
知

④

•通
報
義
務
の
履
行

④
？

④
虐
待
を
助
長
す
る
組
織
風
土
や
職
員
間
の
関
係
性
の
悪
さ

⑤
人
員
不
足
や
人
員
配
置
の
問
題
及
び
関
連
す
る
多
忙
さ

へ
の
取
り
組
み
は
ほ
ぼ
な
い

本
事
例
で
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と

④
組
織
風
土
や
職
員
間
の
関
係
性
の
悪
さ

•階
層
間
の
そ
れ
ぞ
れ
で
の
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
→
問
題
の
抽
出
→

法
人
と
し
て
の
目
標
の
設
定
、
理
念
の
変
更
（
③
に
も
対
応
）

•月
1回
チ
ー
ム
会
議
を
開
催
年
の
近
い
職
員
に
よ
る
意
見
交
換
会

•第
三
者
評
価
：
職
員
に
よ
る
自
己
評
価
＋
利
用
者
ア
ン
ケ
ー
ト
、
ベ
テ
ラ

ン
・
若
手
職
員
と
の
面
談

•外
部
の
目
を
入
れ
る
：
大
学
生
（
調
査
）
、
地
域
住
民
に
施
設
無
償
貸
与
、

外
部
委
員
に
よ
る
巡
視
実
施
（
年
2回
）

•コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
を
入
れ
、
組
織
の
立
て
直
し

•研
修
＋
月
2回
集
ま
っ
て
の
勉
強
会
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
発
表
会

•役
員
の
刷
新

⑤
人
員
不
足
や
人
員
配
置
の
問
題
及
び
関
連
す
る
多
忙
さ

•事
業
所
の
集
約
化
・
拠
点
化

•仕
組
の
整
理
（
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
）

•力
を
付
け
た
職
員
を
辞
め
さ
せ
な
い
工
夫
：
給
与
、
残
業
・
休
憩
、
休
日

同
条
件
の
改
善

→
報
告
書
を
ぜ
ひ
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
🌟🌟

本
事
例
で
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と

①
～
③
に
隠
さ
れ
た
構
造
的
な
要
因

１
、
２
→
懲
戒
権

親
な
ら
叩
い
て
も
い
い
、
体
で
教
え
る

３
、
４
→
障
害
女
性

複
合
差
別
非
対
称
性

結
婚
や
恋
愛
に
対
す
る

“
憧
れ
”

＋
６
→
グ
ル
ー
ミ
ン
グ

包
括
的
性
教
育
の
欠
如

５
、
11
、
13
→
障
害
人
間
と
し
て
扱
っ
て
い
な
い
脅
す
・
無
視
す
る

人
権
意
識
の
欠
如

５
、
８
、
10
→
長
期
施
設
入
所
地
域
に
戻
れ
な
い

９
→
障
害

非
対
等
性
奢
る
文
化

12
→
障
害
“
で
き
る
”
ab

lis
m
至
上
主
義

（
日
本
）
社
会
に
お
け
る
構
造
的
な
問
題
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①
～
③
の
構
造
的
な
課
題
に
メ
ス
が
入
っ
た
例

•懲
戒
権

旧
民
法

82
2条
→

20
22
年

12
月
削
除

•“
恋
愛
”
や
性
的
被
害

20
23
年
刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

不
同
意
性
交
等
罪
・
不
同
意
わ
い
せ
つ
罪

「
同
意
し
な
い
意
思
を
形
成
、
表
明
又
は
全
う
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
態

に
さ
せ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
相
手
が
そ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
こ
と
に
乗
ず

る
こ
と
」
の
中
に
「
心
身
の
障
害
」
が
入
っ
た

•障
害
者
権
利
委
員
か
ら
の
指
摘

『
脱
施
設
』
が
急
務
→
ま
だ
対
応
さ
れ

て
い
な
い
。
。
。

解
決
策
の
一
つ
の
例
と
し
て

⇒
分
野
横
断
的
な
独
立
し
た
国
内
人
権
機
関
設
立
を
！

•日
弁
連


障
害
者


女
性


子
ど
も


高
齢
者


移
民


性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
…

20
25

01
30

 令
和
臨
調
が
提
言
「
長
期
的
な
財
政
予
測
な
ど
行
う
独
立
機
関
を
国
会

に
！
」

•
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思
い
描
く
「
救
済
」
の
一
つ
の
形
と
し
て
・
・
・

•高
齢
者
虐
待
防
止
学
会

池
田
理
事
長
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
を
受
け
て
。
。
。

愛
知
県
春
日
井
市
「
ご
っ
ち
ゃ
ラ
ボ
」
・
神
奈
川
県
座
間
市
一
矢
ん
ち

ht
tp

s:
//

w
w

w
.o

no
-k

az
uy

a.
co

m
/

地
域
の
中
で
自
分
の
居
場
所
を
作
り
出
し
て
い
く
こ
と
。
。

文
献

•上
保

20
21
「
な
ぜ
起
き
る
障
害
者
施
設
の
虐
待
『
施
設
あ
る
限
り
繰
り

返
す
』
」
朝
日
新
聞

20
21

.8
.1

1
•厚
労
省
「
令
和

5年
度
『
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護
者
に
対
す

る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
』
に
基
づ
く
対
応
状
況
等
に
関
す
る
調
査
報
告

書
」

ht
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•日
本
弁
護
士
連
合
会
「
政
府
か
ら
独
立
し
た
人
権
機
関
の
設
立
に
向
け
た

取
り
組
み
（
政
府
か
ら
独
立
し
た
人
権
機
関
実
現
委
員
会
）

ht
tp

s:
//

w
w

w
.n

ic
hi

be
nr

en
.o

r.j
p/

ac
tiv

ity
/h

um
an

/h
um

an
_r

ig
ht

s_
or

ga
ni

za
tio

n.
ht

m
l

79



被
虐
待
者
救
済
に
お
け

る
損
害
賠
償
等
の
あ
り

方
に
つ
い
て

令
和
７
年
２
月

弁
護
士

三
好
登
志
行

本
日
の
お
話

○
責
任
追
及
の
在
り
方

○
本
来
な
さ
れ
る
べ
き
「
救
済
」
に
つ
い
て

○
「
救
済
」
の
実
現
に
向
け
た
課
題

責
任
の
種
別


利
用
者
と
職
員
・
法
人
と
の
間
で
の
責
任
の
果
た
し
方

①
刑
事
責
任

刑
事
罰
に
よ
る
処
罰

②
民
事
責
任

不
法
行
為
責
任
（
民
法
７
０
９
条
）
、
使
用
者
責
任
（
民
法
７
１
５
条
）
の
追

及 ③
労
働
契
約
上
の
懲
戒
処
分

就
業
規
則
に
基
づ
く
各
種
の
懲
戒
処
分
（
戒
告
な
ど
か
ら
懲
戒
処
分
ま
で
）


自
治
体
等
を
含
め
た
責
任
の
果
た
し
方

④
行
政
責
任

総
合
支
援
法
上
の
行
政
指
導
、
改
善
勧
告
、
改
善
命
令
、
効
力
停
止
、
指
定

取
消
及
び
社
会
福
祉
法
上
等
の
行
政
指
導
、
改
善
勧
告
、
改
善
命
令
、
事
業
停

止
、
解
散
命
令

刑
事
責
任


刑
事
責
任
と
は


ど
ん
な
種
類


虐
待
類
型
と
の
関
係
で
は

①
身
体
的
虐
待
：
刑
法
第

19
9条
殺
人
罪
、
第

20
4条
傷
害
罪
、
第

20
8条

暴
行
罪
、
第

22
0条
逮
捕
監
禁
罪

②
性
的
虐
待
：
刑
法
第

17
6条
不
同
意
わ
い
せ
つ
罪
、
第

17
7条
不
同
意

性
交
等
罪
（
令
和
５
年
７
月
改
正
）

③
心
理
的
虐
待
：
刑
法
第

22
2条
脅
迫
罪
、
第

22
3条
強
要
罪
、
第

23
0条

名
誉
毀
損
罪
、
第

23
1条
侮
辱
罪

④
放
棄
・
放
置
：
刑
法
第

21
8条
保
護
責
任
者
遺
棄
罪

⑤
経
済
的
虐
待
：
刑
法
第

23
5条
窃
盗
罪
、
第

24
6条
詐
欺
罪
、
第

24
9

条
恐
喝
罪
、
第

25
2条
横
領
罪
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民
事
責
任


何
を
請
求
で
き
る
？


金
銭
賠
償
の
中
身

①
治
療
費
、
②
入
・
通
院
交
通
費
、
③
慰
謝
料
な
ど
。
暴
行
の
結
果
、
障
害
が

残
っ
た
場
合
に
は
、
④
逸
失
利
益
、
⑤
④
に
対
す
る
慰
謝
料
な
ど


誰
に
請
求
で
き
る
？

法
人
（
民
法
７
１
５
条
）
、
虐
待
者
本
人
（
民
法
７
０
９
条
）

（（
使使
用用
者者
等等
のの
責責
任任
））

第第
七七
百百
十十
五五
条条
ああ
るる
事事
業業
のの
たた
めめ
にに
他他
人人
をを
使使
用用
すす
るる
者者
はは
、、
被被
用用
者者
がが
そそ
のの
事事

業業
のの
執執
行行
にに
つつ
いい
てて
第第
三三
者者
にに
加加
ええ
たた
損損
害害
をを
賠賠
償償
すす
るる
責責
任任
をを
負負
うう
。。
たた
だだ
しし
、、
使使

用用
者者
がが
被被
用用
者者
のの
選選
任任
及及
びび
そそ
のの
事事
業業
のの
監監
督督
にに
つつ
いい
てて
相相
当当
のの
注注
意意
をを
しし
たた
とと
きき
、、

又又
はは
相相
当当
のの
注注
意意
をを
しし
てて
もも
損損
害害
がが
生生
ずず
べべ
きき
でで
ああ
っっ
たた
とと
きき
はは
、、
ここ
のの
限限
りり
でで
なな
いい
。。

（（
不不
法法
行行
為為
にに
よよ
るる
損損
害害
賠賠
償償
））

第第
七七
百百
九九
条条
故故
意意
又又
はは
過過
失失
にに
よよ
っっ
てて
他他
人人
のの
権権
利利
又又
はは
法法
律律
上上
保保
護護
ささ
れれ
るる
利利

益益
をを
侵侵
害害
しし
たた
者者
はは
、、
ここ
れれ
にに
よよ
っっ
てて
生生
じじ
たた
損損
害害
をを
賠賠
償償
すす
るる
責責
任任
をを
負負
うう
。。

労
働
契
約
上
の

懲
戒
処
分


誰
が
誰
に
対
し
て
行
う
も
の
か
？


懲
戒
処
分
の
内
容
は
？

戒
告
・
訓
戒
、
け
ん
責
、
減
給
、
出
勤
停
止
、
降
格
、
諭
旨
解
雇
、
懲
戒
解
雇

な
ど


利
用
者
は
法
人
に
懲
戒
処
分
の
実
施
を
法
的
に
請
求
す
る
こ
と
は
で
き

る
の
か
？


利
用
者
は
、
法
人
の
職
員
に
対
す
る
懲
戒
処
分
の
内
容
を
知
る
権
利
は

あ
る
か
？

行
政
責
任


行
政
責
任
と
は
？


誰
が
誰
に
対
し
て
行
う
も
の
か
？


何
を
行
う
も
の
か
？

総
合
支
援
法
上
の
行
政
指
導
、
改
善
勧
告
、
改
善
命
令
、
効
力
停
止
、

指
定
取
消
。

社
会
福
祉
法
上
等
の
行
政
指
導
、
改
善
勧
告
、
改
善
命
令
、
事
業
停
止
、

解
散
命
令
。

本
来
な
さ
れ
る

べ
き
「
救
済
」

と
は
何
か


刑
事
責
任
の
追
及

・
被
害
申
告

・
被
害
供
述

※
司
法
面
接

・
客
観
的
証
拠
の
有
無

・
利
用
者
・
親
族
に
と
っ
て
の
負
担


謝
罪


第
三
者
委
員
会
に
よ
る
検
証
（
原
因
の
究
明
と
再
発
防
止
）

「
事
業
者
に
よ
る
高
齢
者
・
障
害
者
に
対
す
る
虐
待
検
証
の
た
め
の
第
三
者
委

員
会
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
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民
事
責
任
の
追

及
と
そ
の
限
界


見
舞
金
等

比
較
的
少
額
。
刑
事
責
任
の
追
及
と
の
関
係
で
－
に
働
く
可
能
性
も
。


職
員
個
人
の
資
力

民
法
７
０
９
条
に
基
づ
く
請
求
は
可
能


求
償
権
の
行
使

求
償
権
の
行
使
と
は
？

例
職
員
が
利
用
者
の
金
銭
を
故
意
に
持
ち
逃
げ
し
た
後
、
法
人
が
被
害
者
に
被
害
額
を
弁
償
し

た
後
、
法
人
が
職
員
に
対
し
て
、
弁
償
額
を
請
求
す
る
こ
と
を
求
償
権
の
行
使
と
い
う
。

（
使
用
者
等
の
責
任
）

第
七
百
十
五
条

１
～
２
略

３
前
二
項
の
規
定
は
、
使
用
者
又
は
監
督
者
か
ら
被
用
者
に
対
す
る
求
償

権
の
行
使
を
妨
げ
な
い
。

「
救
済
」
の
実

現
に
向
け
た

課
題


①
意
思
能
力
等
が
十
分
で
な
い
場
合
の
ハ
ー
ド
ル


②
成
年
後
見
制
度

手
続
・
費
用
。
候
補
者
。
ス
ポ
ッ
ト
利
用
が
現
行
法
上
は
不
可
（
た
だ

し
、
現
在
、
法
改
正
に
つ
い
て
は
一
定
の
議
論
）
。


③
ハ
ー
ド
ル
を
ク
リ
ア
す
る
た
め
の
工
夫
と
し
て
の
法
人
に
よ
る
求
償

権
行
使
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障
害
者
福
祉
施
設
と
し
て
の
対
応

社
会
福
祉
法
人
み
ん
な
で
い
き
る

障
害
福
祉
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
り
と
る
ら
い
ふ

統
括
施
設
長

片
桐
公
彦

区
分

内
容

留
意
点

①
謝
罪

被
害
者
の
処
罰
感
情
に
沿
っ
た
「
謝
罪
」

重
度
障
害
者
の
場
合
、
意
思
の
汲
み
取
り
が
難
し
く
、

被
害
感
情
を
推
し
量
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。
ま
た
被
害

そ
も
の
の
認
識
に
乏
し
い
場
合
に
救
済
と
い
え
る
の
か
。

②
処
分

個
人
：
虐
待
を
し
た
職
員
個
人
へ
の
処
分
、
も
し
く
は
刑
事
罰
を
与
え
る

法
人
：
行
政
か
ら
法
人
へ
の
処
分

③
補
償

金
銭
的
補
償
（
民
事
裁
判
で
の
賠
償
、
求
償
権
の
行
使
や
「
お
見
舞
金
」
「
慰

謝
料
」
の
支
払
い
。
施
設
賠
償
保
険
の
活
用

④
継
続

現
在
利
用
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
続
け
る
。
事
案
を
繰
り
返
さ
な
い
た

め
の
職
員
教
育
や
ル
ー
ル
変
更
、
人
事
、
役
員
の
変
更
等
の
「
い
わ
ゆ
る
事
業

所
「
立
て
直
し
」

現
実
的
に
最
も
多
い
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、
特
に
障
害
者

支
援
施
設
で
は
他
の
選
択
肢
が
乏
し
い
た
め
、
そ
の
ま

ま
虐
待
を
受
け
た
施
設
で
の
生
活
を
継
続
す
る
こ
と
と

な
る
。
長
期
に
渡
っ
て
そ
の
場
で
の
生
活
が
継
続
し
て

い
る
場
合
は
、
居
所
を
移
す
こ
と
に
よ
る
本
人
の
生
活

の
乱
れ
や
不
調
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
も
あ
り
。

⑤
変
更

現
在
利
用
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
か
ら
別
の
サ
ー
ビ
ス
へ
の
変
更
に
係
る
サ
ポ
ー

ト
や
人
的
、
法
人
資
源
の
投
入
（
利
用
者
や
相
談
員
が
他
の
サ
ー
ビ
ス
を
探
す

の
で
は
な
く
、
積
極
的
に
事
業
所
が
他
の
マ
ッ
チ
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
探
し
て
、

引
き
継
ぎ
を
し
て
サ
ポ
ー
ト
す
る
）

一
般
論
で
は
、
不
利
益
な
行
為
を
さ
れ
た
場
合
は
、

サ
ー
ビ
ス
を
変
更
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
④
の
理
由
に

よ
り
か
な
り
難
し
い
。

⑥
そ
の
他

障
害
者
福
祉
施
設
と
し
て
、
被
虐
待
者
へ
の
救
済
と
し
て
考
え
ら
れ
る
対
応

我
々
の
思
考
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
が
必
要
で
は
な
い
か
？

•多
く
の
虐
待
事
案
で
は
特
に
入
所
系
の
施
設
で
は
虐
待
発
生
後
も
そ
の
ま

ま
施
設
の
と
ど
ま
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

•行
き
場
所
が
な
い
、
ご
本
人
の
居
所
を
動
か
す
こ
と
に
よ
る
不
安
定
に
な

る
、
「
他
の
場
所
に
行
き
た
い
」
と
い
う
意
思
の
読
み
取
り
が
難
し
い
、

等 •こ
の
場
合
「
再
発
防
止
策
」
「
支
援
の
質
の
向
上
」
「
課
題
の
解
消
」
と

い
っ
た
「
施
設
の
立
て
直
し
」
に
着
目
す
る
。

•も
ち
ろ
ん
間
違
い
で
は
な
い
。

我
々
の
思
考
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
が
必
要
で
は
な
い
か
？

•
被
害
を
受
け
た
場
合
に
、
障
害
者
で
あ
ろ
う
と
一
般
的
な
社
会
と
同
じ
尺
度
で
補
償
を
求
め
、
そ
の

権
利
を
主
張
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
は
ず
。

•
当
事
者
が
障
害
者
虐
待
を
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
の
名
誉
回
復
や
日
常
の
生
活
を
取
り
戻
し
て
い
く
プ

ロ
セ
ス
を
重
要
視
し
て
い
く
こ
と
と
同
時
に
、
金
銭
的
な
補
償
や
損
害
賠
償
を
い
わ
ゆ
る
「
一
般
的
に

被
害
を
受
け
た
場
合
と
同
様
に
」
求
め
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
。

•障
害
者
福
祉
施
設
側
の
姿
勢
と
し
て
は
、
今
後
、
障
害
者
虐
待
が
発
生
し
た
場
合
は
法
人
に
対
し
て
泣

き
寝
入
り
す
る
こ
と
な
く
損
害
賠
償
請
求
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
正
常
で
あ
り
健
全
で
あ
る
と
い
う
感
覚

を
持
つ
必
要
が
あ
る
。

•謝
罪
を
し
、
今
後
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
発
生
し
な
い
た
め
の
ケ
ア
の
質
の
向
上
や
施
設
の
立
て
直
し
が

救
済
で
あ
る
」
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
金
銭
的
な
補
償
も
行
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
法
人

側
が
そ
の
マ
イ
ン
ド
を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
す
る
必
要
が
あ
る
。
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意
外
と
見
過
ご
さ
れ
が
ち
「
就
業
規
則
」

実
は
慎
重
に
「
懲
戒
処
分
」
の
こ
と

•
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
大
牟
田
病
院
の
「
当
院
職
員
に
よ
る
入
院
患
者
さ
ま
へ
の
虐
待
事
案

に
係
る
第
三
者
委
員
会
に
よ
る
提
言
書
（

年
月
１
日
）
」
で
は
、
就
業
規
則
に
お
け
る
懲
戒
処

分
類
型
の
不
備
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
「
他
施
設
の
実
例
と
し
て
、
昇
給
停
止
、
降
格
、
出
勤
停
止
、

懲
戒
休
職
そ
し
て
自
宅
待
機
（
賃
金
の
６
０
％
支
給
）
と
、
細
か
く
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
参

考
と
す
べ
き
で
あ
る
」
と
言
及

•
被
害
者
の
処
罰
感
情
に
応
え
る
、
と
い
う
意
味
で
は
、
事
業
所
、
法
人
内
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
処
分

を
職
員
に
下
す
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
に
は
法
人
の
就
業
規

則
や
服
務
規
律
が
虐
待
を
行
っ
た
場
合
を
想
定
し
た
内
容
に
な
っ
て
お
り
、
法
人
内
の
秩
序
や
規
律
を

一
定
水
準
に
保
つ
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
行
っ
た
処
分
に
よ
っ
て
「
こ
の
法
人
は
虐
待
を
し
た
職

員
に
対
し
て
毅
然
と
し
た
厳
し
い
対
応
を
し
た
の
だ
」
と
い
う
姿
勢
が
、
被
害
者
の
処
罰
感
情
に
耐
え

う
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

•
た
だ
し
、
職
員
に
対
し
て
行
っ
た
懲
戒
処
分
を
、
被
害
者
に
伝
達
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な

姿
勢
が
必
要

•
懲
戒
処
分
に
つ
い
て
は
「
個
人
情
報
」
に
該
当
し
、
懲
戒
処
分
の
公
表
を
処
分
対
象
者
が
望
ま
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
公
表
す
る
こ
と
は
名
誉
毀
損
に
当
た
る
と
い
う
判
例
も
あ
る
。
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